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であって

　「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、事業主の
皆様にご負担いただくものです。
　徴収された一般拠出金は、国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主（ア
スベストの製造、販売を行ってきた事業主）からの特別拠出金と併せて、石綿（アスベスト）健康
被害者（労災補償の対象にならない方）の救済費用に充てられます。

https https



35

電子申請による申告書の提出、電子納付による保険料・一般拠出金の納付方法

電子申請と電子納付により、自宅やオフィスから、いつでも提出と納付が可能になります。

① 電子証明書を利用する場合：マイナンバーカード（取得は無料）とカードリーダーを入手します。
　　　　　　　　　　　　　（または認証局から電子証明書を入手します。）
　ID／パスワードを利用する場合：GビズIDアカウント（取得は無料）を入手します。
② e-Govホームページにアクセスし、パソコンが電子申請（e-Govの電子申請シス
テム）に対応できるか確認します。

詳しくは、

より、「事前準備ガイドBOOK」をご確認ください。

まずは、利用前の準備を行います。

労働保険関係手続の電子申請について 検索

③ e-Govホームページで申請したい様式を検索し、
　 画面上で申告書を作成します。
④ そのままe-Govホームページから電子申請します。
⑤ 事業主控についても、e-Govホームページから取得できます。

詳しくは、申告書の書き方のＰ.37に記載の、

「労働保険料（年度更新申告）マニュアル」（P.2～）をご確認ください。

準備が完了したら、電子申請による申告書の提出を行います。

詳しくは、申告書の書き方のP.37に記載の、

「労働保険料（年度更新申告）マニュアル」（P.65～）をご確認ください。

⑥ e-Govホームページから、電子納付に必要な情報（＊）を確認します。
　 （＊）電子納付には、「納付番号」、「確認番号」、「収納機関番号」が必要になります。
⑦ e-Govホームページ上でご利用になる金融機関を検索し、
　 移動した画面の金融機関のインターネットバンキングにおいて電子納付します。

電子申請が完了した後、引き続き、電子納付による保険料等の納付が行えます。

※電子申請した場合は、電子納付による納付だけではなく、申告書の領収済通知書（納付書）による納付も
可能です。その場合は、日本銀行の歳入代理店へ領収済通知書（納付書）のみご持参ください。
※口座振替を利用されている場合は、電子納付及び領収済通知書（納付書）による納付を行わないでください。

●労働保険料の納期（令和３年度）
納期

電子納付の
納期限 ７月12日 11月15日 2月14日

全期・第１期 第２期 第３期
第１期については、電子申請した場合のみ電子納付
ができます。
第２期、第３期については、送付される納付書に記載
の電子納付に必要な情報により電子納付できます。

★

★
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20 e-Govからの電子申請の方法

●マニュアルには申告書の書き方、アクセスコードの利用方法、電子納付等の手続きについて記載してあります

ので、ご参照のうえ、手続きをお進めください。

●e -Go v電子申請システムの操作方法等については、「e -Go v利用者サポートデスク」（電話番号

050-3786-2225（050ビジネスダイヤル））へお問い合わせください。

　受付時間　4月・6月・7月　　  平日9時から19時まで（土日・祝祭日は17時まで）

　　　　　　5月・8月から3月 平日9時から17時まで（土日・祝祭日および年末年始（12月30日から1月3日）は休止）

29 ５

●e-Govを初めて使用される方は「利用準

備」ボタンをクリックして各種環境設定を

行ってください。

労働保険の電子申請は、e-Gov（イーガブ）から行うことができます。

●労働保険の年度更新手続につきましては、厚生労働省ホームページ内e-Gov電

子申請利用マニュアルの紹介https://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/

に詳細な手順を記載しておりますのでご参照ください。

3736

年度更新申告書に「アクセスコード」（年度更新申告書のあて先労働局名の右隣に印字
されている８桁の英数字）が設定されており、電子申請による年度更新では、様式をダウン
ロードする際に労働保険番号と「アクセスコード」を入力することにより、お手元の年度更新申
告書と同様の項目（労働保険番号、保険料率等）を電子申請様式に取り込むことができ、前
年度の申告内容等を改めて入力する手間が省けます。
詳しくは「e-Gov（https://www.e-gov.go.jp/　または右のQRコード）」や、

P.37～39に電子申請を行う場合の操作手順を記載していますので、ご覧ください。
なお、e-Gov電子申請システムの操作方法等については「e-Gov利用者サ

ポートデスク」（電話番号050－3786－2225（050ビジネスダイヤル））へお問い合
わせください。
受付時間
４月･６月･７月：平日９時から19時まで（土日･祝祭日は17時まで）
５月･８月から３月：平日９時から17時まで（土日･祝祭日および年末年始（12月30日から１月３日）は
休止） 

[電子申請よくある質問]
Q１.電子申請で手続きをしましたが、入力誤り（入力もれ）がありました。どうすればよいで

すか。
A.入力誤り等があった場合には、修正した内容での再度の手続きは不要ですので、ま
ずは、管轄の労働局に連絡してください。（特に、年度更新申告書において、一般拠
出金額欄の入力もれが多くみられますので、入力する際にはご注意ください。）

Q２.電子申請をした場合には、保険料の納付は、必ず電子納付で行う必要がありますか。
A.電子申請の場合でも、納付方法は任意ですので保険料の納付は、従来どおり、納付
書で行うことができます。また、口座振替による納付（P.20及び裏表紙を参照）も可能
です。

Q３. e-Govの一括申請により、電子申請を行いましたが、問題なく受付されたのでしょうか。
A.申請先の労働局において、申告書の記載内容を確認し、申請内容に不備等がなけれ
ば、電子公文書（申請書控）を返信します。

　　なお、一括申請において、労働保険番号の記入誤り、概算保険料額、一般拠出金額
の入力もれなどが多くみられますので、申請する際には、入力内容を確認の上、申請
してください。

電子申請のための「アクセスコード」について

ア
ク
セ
ス
コ
ー
ド

令和 3

0 1
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電子申請にて申請いただきました年度更新申告につきましては、以下の手順で審査状況をご確認いただけます。 労働保険料の納付手続については、電子納付をご利用いただけます。

 

 

 

 

●審査状況をご確認いただくにあたって、e-Gov

アカウントログイン画面からログインしてください。 

●「申請案件一覧」をクリックしてください。 

●審査状況を確認したい申請案件の到達番号を

クリックしてください。 

●「ステータス」をご覧ください。審査状況をご確

認いただけます。 

「申請案件一覧」画面にて該当する到達番号をクリック後、「申請案件状況」画面の「納付状況」から電子納
付手続に進むことができます。

 

 
 
 
 

 

●申請案件状況画面を下にスクロールして、

「納付情報」をご覧ください。 

●電子納付を行うにあたって必要な「収納機

関番号」「納付番号」等が表示されていますの

でご確認ください。 
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　次の要件のいずれにも該当する場合に交付されます。
（1）報奨金（定率・定額分）の交付対象事務組合であること。
（2）電子媒体の種類は、DVD（DVD-R、 DVD+RまたはDVD-RW、 DVD+RW ）、CD
（CD-RまたはCD-RW）であること。

（3）指定された形式（次頁「申告書内訳（電子）の作成要領」の（１）参照）で作成さ
れたものであること。

（4）申告書内訳（電子）の内容は、年度更新時に提出する「保険料・一般拠出金申告書内訳」
の紙媒体（組様式第6号（甲）。以下「申告書内訳（紙）」という。）と同一の内容とし、
内容に誤りがないこと。

交付要件

　報奨金（電子化分）の額は、予算の範囲内で、申告書内訳（電子）に登録された委託
事業場のうち、前年度における常時労働者15人以下の委託事業場1件につき800円を交付
します。

報奨金の額

　申告書内訳（電子）は、年度更新時（6月1日～ 7月12日）に提出してください。

申告書内訳（電子）の提出期限

　次頁の「申告書内訳（電子）の作成要領」を参照してください。

申告書内訳（電子）の作成

　報奨金（電子化分）に係る交付手続については、後日配布するパンフレットを参照し
てください。

交付手続について

　最寄りの都道府県労働局労働保険適用徴収主務課室へお問い合わせください。

問合せ先

報奨金（電子化分）のお知らせ（令和3年度）22

41

　事務組合委託事業場のデータ管理のシステム化の促進を図ることを目的として、事務組合が、
「保険料・一般拠出金申告書内訳」の内容が保存された電子媒体（以下「申告書内訳（電子）」と
いいます。）を提出した場合には、報奨金（電子化分）が交付されます。

40

ＧビズＩＤアカウントを利用した電子申請について21

ＧビズＩＤアカウントの作成方法の詳細は、https://gbiz-id.go.jpをご覧ください。

令和３年度から、ＧビズＩＤを利用して電子申請をすることができるようになりました。
ＧビズＩＤとは、１つのＩＤ／パスワードでさまざまな行政サービスの利用を可能とする認証シ
ステムです。ＧビズＩＤを利用する場合、電子証明書の取得は不要です。

ＧビズＩＤアカウントを利用して電子申請する場合は、ｅ-Ｇｏｖ（電子政府）ホームページの
ログイン画面から、「ＧビズＩＤでログイン」ボタンを押してログインしてください。なお、
申請方法は電子証明書を使用する場合と同じです。

はじめてGビズIDのアカウントを

作成する場合は、こちらのボタン

を押してください。

GビズIDアカウントでログインする場合は

こちらのボタンを押してください。
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（1） 厚生労働省ＨＰ内の「労働局適用徴収業務支援システム（※１）（以下「ＲＳシステム」
という。）の仕様公開について」で公開している「インターフェース仕様書」（※２）
の内容に沿った形式により作成された電子ファイルを、ＤＶＤ（ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ＋
Ｒ又はＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ）、ＣＤ（ＣＤ－Ｒ又はＣＤ－ＲＷ）へ保存してく
ださい。

（2） 上記（1）の厚生労働省ＨＰ内の「労働局適用徴収業務支援システムの
仕様公開について」の掲載場所は以下のＵＲＬ（または右のＱＲコード）
となります。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken
/shiyou_koukai/
なお、検索する場合には、厚生労働省ＨＰのトップページの右上の検索欄に「労働

局△仕様公開」と入力し、検索してください（△は全角スペースを表しています。）。
（3） ＤＶＤ、ＣＤは、ウィルス対策ソフト等で事前にウィルスチェックを行ってください。
（4） 申告書内訳（電子）のデータ内容は、年度更新時に提出する申告書内訳（紙）と同
じ内容です。
　ただし、第2種特別加入保険料に係る申告書内訳（組様式第6号(乙)）及び第3種特
別加入保険料申告内訳（海特様式第1号）に係る内容は含みません。

（5）　ＤＶＤ、ＣＤのラベルには、以下について記載してください。
①　事務組合の名称
②　労働保険番号
※）全ての労働保険番号を記載してください（枝番号は不要）。なお、労働保険番号が複数になる
等により記載できない場合には、ラベルには「労働保険番号は別紙」とし、別紙に記載してく
ださい。

③　「令和3年度申告書内訳」の記載
④　作成日付
⑤　口座振替を行っている場合には「口座振替」と記載

（6） 提出されたＤＶＤ、ＣＤは返却いたしません。ＲＳシステムへの登録が終了し、保
存期間が満了した後に、都道府県労働局にて厳重に廃棄処理します。

申告書内訳（電子）の作成要領

（※１）労働局適用徴収業務支援システムとは、都道府県労働局において、事務組合から提出される申告書内訳等の受付、
審査等の業務処理を支援するシステムです。

（※２）インターフェース仕様書とは、システム間でデータのやり取りを行うための保存形式について記載されたものです。

令和

42 43

23 申告書内訳、申告書作成チェックポイント
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となります。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken
/shiyou_koukai/
なお、検索する場合には、厚生労働省ＨＰのトップページの右上の検索欄に「労働

局△仕様公開」と入力し、検索してください（△は全角スペースを表しています。）。
（3） ＤＶＤ、ＣＤは、ウィルス対策ソフト等で事前にウィルスチェックを行ってください。
（4） 申告書内訳（電子）のデータ内容は、年度更新時に提出する申告書内訳（紙）と同
じ内容です。
　ただし、第2種特別加入保険料に係る申告書内訳（組様式第6号(乙)）及び第3種特
別加入保険料申告内訳（海特様式第1号）に係る内容は含みません。

（5）　ＤＶＤ、ＣＤのラベルには、以下について記載してください。
①　事務組合の名称
②　労働保険番号
※）全ての労働保険番号を記載してください（枝番号は不要）。なお、労働保険番号が複数になる
等により記載できない場合には、ラベルには「労働保険番号は別紙」とし、別紙に記載してく
ださい。

③　「令和3年度申告書内訳」の記載
④　作成日付
⑤　口座振替を行っている場合には「口座振替」と記載

（6） 提出されたＤＶＤ、ＣＤは返却いたしません。ＲＳシステムへの登録が終了し、保
存期間が満了した後に、都道府県労働局にて厳重に廃棄処理します。

申告書内訳（電子）の作成要領

（※１）労働局適用徴収業務支援システムとは、都道府県労働局において、事務組合から提出される申告書内訳等の受付、
審査等の業務処理を支援するシステムです。

（※２）インターフェース仕様書とは、システム間でデータのやり取りを行うための保存形式について記載されたものです。

令和

42 43

23 申告書内訳、申告書作成チェックポイント

　　 　労働保険料申告書の記入が終わりましたら、このチェックポイントで、もう
一度ご確認ください。

＜保険料・一般拠出金申告書内訳の作成について＞
□　労働保険料等算定基礎賃金等の報告からの転記ミスはありませんか？
□　労災保険率・雇用保険率に誤りはありませんか？
□　第１種特別加入者の算入漏れはありませんか？
□　第１種特別加入者の給付基礎日額に誤りはありませんか？
□　口座振替を利用している場合、１枚目の右上に朱書きで“口座”と書かれていますか？

＜申告書の作成について＞
□ 　常時使用労働者数（④欄）、雇用保険被保険者数（⑤欄）は記入しましたか？
□ 　法人番号（㉛欄）を記入しましたか？（既に印字されている場合、改めての記入は不要です。）
　　※P.14を参照してください。

＜その他＞
□　各労働者について、雇用保険の加入漏れはありませんか？
　　※ 保険料を納付していただいても、雇用保険資格取得届を公共職業安定所（ハローワーク）に

提出していない場合、雇用保険に加入していないことになります。



通常の納期限
口座振替
納付日

ゆとり日数
口座振替
申込期限

令和3年2月25日
（※）

令和3年8月16日 令和3年10月11日

労働保険料は口座振替が便利です！

56日

○口座振替による納付
納付窓口に行かなくても、納付が
可能です。
（詳しくは、裏表紙を参照ください。）

○電子申請による申告・電子納付
２４時間どこでも申告・納付が可能
です。
（詳しくは、P.35を参照ください。）

3令和

今年度より、申告書に「法人番号」の記入が必要となります。

特別加入者の給付基礎日額の変更を希望する場合は、
・3月2日から3月31日までに「給付基礎日額変更申請書」による変
更申請が必要です。
・年度更新期間中においては「保険料・一般拠出金申告書内訳」又は
「給付基礎日額変更申請書」により、当年度の給付基礎日額の変更
が可能です（災害発生前の変更申請が前提となります）。

＜便利な申告・納付方法のご案内＞ 

申告・納付は6月1日（火）から7月12日（月）までに
※申告・納付期日最終日である７月１2日（月）は、金融機関窓口・労働局・労働基準監督署において大変混雑する
　ことが予想されますので、お早めに申告･納付ください。

提出は金融機関・郵便局又は管轄の都道府県労働局・労働基準監督署へ

5 月 中 の 受 付 は で き ま せ ん。!

○労災保険における特別加入者について


